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曽於市農業委員会　会　長　森　岡　俊　弘

農業委員会だより第12号の発行にあたり，一言ご挨拶を申し上げます。
市民の皆様には，かねてより農業委員会の業務に関しまして，格段のご理解
とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて，一昨年 9月農業委員会等に関する法律の大改正が行われ，昨年 4月 1
日から施行されたところであります。改正内容につきましては，昨年の農業委
員会だよりでも報告しましたように，農業委員の公選制が廃止され，市議会の
同意を要件とする市長の任命制に変更されました。昨年12月議会に農業委員の
定数19人を提案し，決定されたところであります。委員の任期は本年 7月19日
までとなっておりますので，本年 4月11日㈫から 5月 8日㈪までの 4週間農業
委員候補者を募集することとなっております。詳しくは，本誌 7ページの「曽
於市農業委員会委員の候補者を募集します！」に記載してありますので，ご参
照ください。
また，農業委員と共に活動していただく農地利用最適化推進委員につきまし
ても，同じく12月議会に定数19人を提案し，決定されましたので， 7月になり
ましたら募集（ 4週間）する予定であります。
このように農業委員会の体制も大幅に変更されるところでありますが，その
ような中，昨年 9月私たち農業委員会は，本誌 3～ 4 ページに掲載してあり
ますとおり市長に対しまして，毎年恒例の政策提言を行ったところでありま
す。
今後も，曽於市民のための基幹産業であります農業を守り発展させるため優
良農地の確保・有効利用・担い手農家への優良農地の集積・遊休農地対策や各
種申請に対しまして，公平迅速に対応するように取り組んでまいります。特に
農地の有効利用につきましては，優良農地は農地として維持できるように，地
域農業の進展と曽於市が発展するよう委員・職員一丸となって，積極的な活動
を推進してまいりますので，今後ともご理解とご協力をよろしくお願い申し上
げます。




